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平成２１年１月２２日 

 

海難審判（裁決言渡）のお知らせ 
 

問い合わせ先 横浜地方海難審判所書記官 上田
うえだ

敬三
けいぞう

 

電話 ０４５－２０１－７５０１ 

 

１ 事  件  名  護衛艦あたご漁船清徳丸衝突事件 

 

２ 裁決言渡期日  平成２１年１月２２日（木）午後２時 

 

３ 審  判  所  横浜地方海難審判所（審判長審判官 織
おり

 戸
と

 孝
たか

 治
はる

） 

 

４ 理  事  官  横浜地方海難審判所 稲
いな

 木
ぎ

 秀
ひで

 邦
くに

 

 

５ 指定海難関係人  Ａ（あたご艦長） 

            

  指定海難関係人  Ｂ（あたご水雷長） 

            

  指定海難関係人  Ｃ（あたご航海長） 

            

  指定海難関係人  Ｄ（あたご船務長） 

            

  指定海難関係人  海上自衛隊第３護衛隊群第３護衛隊（旧６３護衛隊） 

           代表者 第３護衛隊司令 Ｅ 

 

６ 補  佐  人  a（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及び海上自衛隊第３護衛隊群第３護衛隊（旧６３

護衛隊）各指定海難関係人 選任） 

 

７ 審理の経過 

   本件は，平成２０年６月２７日横浜地方海難審判理事所から横浜地方海難審判庁に審判

開始の申立てが行われ，同年９月４日，同月１１日，同月１２日，同月１７日及び同月２

５日に審理し，横浜地方海難審判所に引き継がれて，同１０月２１日に結審し，本日の裁



 

 2

決言渡となった。 

なお，本裁決は，国土交通省設置法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２６号）

附則第４条の規定に基づき，同法第３条の規定による改正前の海難審判法（以下「旧法」と

いう。）の規定により行ったものである。 

 

８ 事件発生の年月日時刻及び場所 

   平成２０年２月１９日０４時０７分少し前 

   千葉県野島埼南方沖合 

（北緯３４度３１.５分 東経１３９度４８.６分） 

 

９ 事件の概要 

あたごは，京都府舞鶴港を基地とする第３護衛隊群第３護衛隊に所属する護衛艦で，

艦長ほか２８０人が乗艦して，アメリカ合衆国ハワイ州で武器体系に係る装備認定試

験を終了し，平成２０年２月６日１０時０２分（現地時間）パールハーバーを発し，

各科訓練等を行いながら，神奈川県横須賀港に向かって航行中，また，清徳丸は，船

長ほか１人が乗り組み，まぐろはえ縄漁の目的で，２月１９日００時５５分法定灯火

を表示して千葉県勝浦東部漁港川津地区を発し，東京都三宅島北方海域に向け航行中，

前示の日時及び地点において，あたごの艦首部と清徳丸の左舷ほぼ中央部が衝突した。 

  当時，天候は晴で風力２の北東風が吹き，視界は良好であった。 

  衝突の結果，あたごは，艦首部に擦過傷を生じ，清徳丸は，船体が二つに分断され，

船長及び甲板員が行方不明となり，のちいずれも死亡と認定された。 

 

10 裁決の概要 

 (１) 原因 

 本件衝突は，夜間，千葉県野島埼南方沖合において，両船が互いに進路を横切り衝突の

おそれのある態勢で接近中，北上するあたごが，動静監視不十分で，前路を左方に横切る

清徳丸の進路を避けなかったことによって発生したが，西行する清徳丸が，警告信号を行

わず，衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

 第３護衛隊が，あたごの艦橋とＣＩＣ間の連絡・報告体制並びに艦橋及びＣＩＣにおけ

る見張り体制を十分に構築していなかったことは，本件発生の原因となる。 

（２）勧告 

 Ｂ指定海難関係人が，夜間，艦橋当直に就いて千葉県野島埼南方沖合を北上する際，前

路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する清徳丸に対し，動静監視を十分に行

わず，同船の進路を避けなかったことは，本件発生の原因となる。 

 Ｂ指定海難関係人に対して勧告しないが，艦橋当直に就いた際，他船に対し，自ら又は
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見張り員やＣＩＣを活用してその動静を十分に監視しなければならない。 

 指定海難関係人第３護衛隊が，あたごの乗組員の教育訓練にあたり，艦橋とＣＩＣ間の

連絡・報告体制並びに艦橋及びＣＩＣにおける見張り体制を十分に構築していなかったこ

とは，本件発生の原因となる。 

第３護衛隊に対しては，旧法第４条第３項の規定により勧告する。 

Ａ指定海難関係人の所為は，本件発生の原因とならない。 

Ｃ指定海難関係人の所為は，本件発生の原因とならない。 

Ｄ指定海難関係人の所為は，本件発生の原因とならない。 

 

11 用語説明 

◎ 指定海難関係人 

理事官が，審判開始の申立てを行うとき，海技免状等を持たない者で，海難の原因に関

係があり，かつ，これに対し勧告をする必要があると認めて指定した者をいう。 

 

◎ 勧告 

海難の原因に関係があると判断された場合において，同種事故の再発防止のため，反省

を促し，関係者等に対し防止策の提言又は改善措置の要求等をするものである。 
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   （ 参 考 ） 

裁  決 （要 旨） 

 

１ 主 文 

 本件衝突は，あたごが，動静監視不十分で，前路を左方に横切る清徳丸の進路を避けなかっ

たことによって発生したが，清徳丸が，警告信号を行わず，衝突を避けるための協力動作をと

らなかったことも一因をなすものである。 

 海上自衛隊第３護衛隊群第３護衛隊が，あたごの艦橋とＣＩＣ間の連絡・報告体制並びに艦

橋及びＣＩＣにおける見張り体制を十分に構築していなかったことは，本件発生の原因となる。 

指定海難関係人海上自衛隊第３護衛隊群第３護衛隊（旧第６３護衛隊）に対して勧告する。 

 

２ 理 由 

(1) 船舶の要目等 

  船 種 船 名 護衛艦あたご      漁船清徳丸 

  総 ト ン 数             ７.３トン 

  排 水 量 ７,７５０トン 

  全    長 １６４.９メートル    １６.２４メートル 

  幅      ２１.０メートル     ３.０９メートル 

  深    さ １２.０メートル     １.１８メートル 

  機関の種類 ガスタービン機関    ディーゼル機関 

   出    力 ７３,５５０キロワット  ４３５キロワット 

 

(2) 事 実 

あたごは，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤ各指定海難関係人ほか２６４人が乗り組み，業務支援関係者

１３人を乗せ，アメリカ合衆国ハワイ州での武器体系に係る装備認定試験を終了し，艦首６.

１８メートル艦尾６.８６メートルの喫水をもって，平成２０年２月６日１０時０２分（現地

時間）ハワイ州オアフ島のパールハーバーを発し，各科訓練等を行いながら，神奈川県横須

賀港に向かった。 

 Ａ指定海難関係人は，あたごの就役後，航行指針を策定し，適切な見張りの実施を始めと

する航海当直要領や当直士官の留意事項等を艦橋命令として周知していたが，これを艦内に

徹底させていなかった。 

越えて１９日００時（日本時間，以下同じ。）ごろ，在橋中のＡ指定海難関係人は，０５

時１５分ごろに東京都伊豆大島竜王埼北東方の変針点で昇橋することにし，自室に退いて仮
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眠した。 

  ０２時００分ごろＣ指定海難関係人は，野島埼灯台の南南東方４４海里付近で当直員とと

もに艦橋当直に就き，法定灯火を表示して，太平洋を北上するにしたがって気温が下がり，

艦内で風邪に
かか

罹る者が出てきたことや周囲に危険な目標がないと判断したことから，艦橋の

両舷ウイングに配置していた左右の見張り員を艦橋内に入れるよう，０２時１０分ごろ伝令

に指示して続航した。 

  ０３時３０分Ｃ指定海難関係人は，野島埼灯台から１８０度（真方位，以下同じ。）２８.

０海里の地点で，針路を３２８度に定め，自動操舵により，１０.６ノットの速力（対地速力，

以下同じ。）で進行した。 

  ０３時４０分Ｃ指定海難関係人は，野島埼灯台から１８２度２６.５海里の地点で，伝令を

介した右見張り員からの報告を受け，艦首右舷３３度ないし４３度９海里ないし１２海里の

ところにＨ丸（総トン数４.８トン，ＦＲＰ製漁船），Ｉ丸（総トン数７.３トン，ＦＲＰ製

漁船），Ｊ丸（総トン数７.３トン，ＦＲＰ製漁船）及び清徳丸から成る漁船群の掲げる白灯

のうち３個を初めて認め，その灯火の水面上高さなどからこれらを小型船のものと判断し，

また，１６海里レンジとしたＯＰＡ－６Ｅで測的を行ったところ，これらが十数ノットの速

力で南西方に航走していたにもかかわらず，遠距離で対象物が小さくその映像が安定してい

なかったこと，レーダーの調節が適切でなかったこと，あるいは十分な時間をかけて継続的

に測的を行わなかったことなどから，測的の結果が速力約１ノットと表示されたので，同白

灯を操業中の漁船群のものと憶断し，次直へ引き継ぐ必要がないと思い，漁船群の測的を中

止して千葉県洲崎沖や東京都伊豆大島付近の航行船舶の状況をＯＰＡ－６Ｅで確認したのち，

０３時４５分ごろ艦橋中央部に戻り，目視による見張りを行いながら続航した。 

  このとき，艦橋第１直副直士官は，ＣＩＣ当直者のうちの１人に対するナイトトランジッ

トのため，０３時１５分から０３時４５分までの間降橋しており，０３時４８分同訓練終了

後の昇橋時に前示の漁船群の紅色舷灯を目視したものの，ジャイロコンパスレピーター（以

下「レピーター」という。）等で方位を確認することなく，漁船群は右に落ちている（方位

が艦尾方に変化すること。）と思い，さらにＣ指定海難関係人が漁船群を既に認識している

と思い，改めて同指定海難関係人に漁船群のことを報告せず，艦橋当直に復帰し，その後漁

船群に対する動静監視を行わなかった。 

  Ｃ指定海難関係人は，その後も，時折，漁船群の灯火を双眼鏡で見ていたが，方位が右方

に替わっているように感じたことから自艦の航行に支障がないと思い，自らレピーター等を

使用して漁船群に対する動静監視を行わず，右見張り員に漁船群に対する動静監視を行うよ

う指示することも，ＣＩＣに漁船群の情報を提供してその測的を指示することもなく進行し
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た。 

  このころ，ＣＩＣでは，ＣＩＣ第１直の第２班４人のうちの３人が当直に就いていたが，

付近海域に漁船が存在していることを知らず，中・遠距離のレーダー映像捕捉に主眼を置い

て２５海里レンジとしたＯＰＡ－３Ｆを常時監視したまま，８海里レンジとしたＯＰＡ－６

Ｅを監視していなかったので，前示の漁船群を捕捉していなかった。また，ＣＩＣは，０３

時４０分ごろ艦橋の右見張り員からＣ指定海難関係人への漁船群の発見報告を聴取しておら

ず，０３時から０４時の間，艦橋へ新たな測的情報の報告を行わなかった。 

Ｄ指定海難関係人は，ＣＩＣ当直に入直しないで，自室や士官室で訓練調整や各種資料の

作成を行っており，その間，ＣＩＣを適宜見回っていたが，ＣＩＣにおける当直基準が明文

化されていなかったこともあって，各当直者が，適宜，当直体制を変更するなどしている状

況のまま，当直体制を適切に維持するよう監督していなかった。 

Ｂ指定海難関係人は，０３時１５分起床して身支度を整え，しばらく待機したのち，０３

時４９分艦橋当直に就くために昇橋し，海図台上の海図で０３時３０分の艦位を確認し，０

３時５０分艦首右舷前方６海里ばかりのところに清徳丸が接近する状況下，艦橋前面中央の

レピーターの後方に立ってＣ指定海難関係人との引継ぎを始め，同人から針路及び速力等に

ついてはこのままで問題なし，また，艦首左舷前方に漂泊船と艦首右舷前方に漁船群がいる

が，いずれも方位が落ちるので危険なしとの引継ぎを受け，１６海里レンジとなっていたＯ

ＰＡ－６Ｅで，漂泊船が停止した状態で表示されていること，及び漁船群が目標として捕捉

されていないことをそれぞれ確認した。 

０３時５５分Ｃ指定海難関係人は，艦橋当直の引継ぎを終えて降橋し，Ｂ指定海難関係人

が，他の当直員とともに艦橋当直に就いた。 

  Ｂ指定海難関係人は，昇橋したとき，艦首右舷前方に肉眼で漁船群の紅色舷灯を認め，ま

た，漁船群は危険がない旨の引継ぎを受けたものの，念のために測的を行うこととし，０３

時５７分野島埼灯台から１８７度２４.２海里の地点で，１６海里レンジのままのＯＰＡ－６

Ｅで艦首右舷３１度３.５海里のところにＩ丸，同３８度４.８海里のところにＨ丸，同４０.

５度３.３海里のところに清徳丸，及び同４９度６.０海里のところにＪ丸の映像を捕捉した

が，この漁船群は依然，十数ノットの速力で南西方に航走していたものの，対象物が小さく

その映像が安定していなかったこと，レーダーの調節やレーダーレンジが適切でなかったこ

と，あるいは十分な時間をかけて継続的に測的を行わなかったことなどから，清徳丸とＪ丸

の映像の測的結果がおおむね停止と表示されたので，両船に対する動静監視を十分に行わず，

Ｈ丸とＩ丸の測的結果が針路は南西方と表示されたので，主として艦首方に近いＩ丸に注意

を払いながら，ＯＰＡ－６Ｅを８海里レンジに切り替えて続航した。 
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  このとき，Ｂ指定海難関係人は，漁船群の存在に危険を感じなかったことから，漁船群に

対する動静監視を，前直から引き続き艦橋内右舷側に入れていた右見張り員や信号員に指示

することも，この状況をＣＩＣに連絡して漁船群の測的を指示することもしなかった。 

  右見張り員は，前直の見張り員から漁船群については当直士官に報告済みである旨の引継

ぎを受けていたので，改めてそのことをＢ指定海難関係人に報告せず，艦首方の見張りにあ

たり，その後艦首右舷前方の漁船群の監視は行わず，また，艦橋左舷側前部で見張りにあた

っていた信号員は，漁船群の存在を認識していたが，艦首に一番接近していたＩ丸に注意を

払って見張りを行い，他の３隻に対する動静監視を十分に行っていなかった。 

このころ，艦橋第２直副直士官は，艦橋第１直副直士官から漁船群は方位が落ちていると

の引継ぎを受け，０３時５９分に引継ぎを終え，その後艦橋後部の海図台に赴き，艦位記録

表の記入作業を行い，漁船群に対する動静監視を行っていなかった。 

０４時００分Ｂ指定海難関係人は，野島埼灯台から１８７.５度２３.８海里の地点に達し

たとき，清徳丸が艦首右舷４０.５度２.２海里のところに存在し，同船のマスト灯及び紅色

舷灯を視認でき，その後同船に明確な方位変化がなく，同船が前路を左方に横切り衝突のお

それのある態勢で接近する状況であったが，依然，Ｉ丸やＨ丸の動向に気を奪われ，清徳丸

に対する動静監視を十分に行わなかったので，この状況に気付かず，右転するなどして同船

の進路を避けることなく進行した。 

 艦橋左舷側前部にいた信号員は，艦首右舷前方に４個の紅色舷灯を認めていたが，レピー

ター等で方位を確認することなく，Ｉ丸以外の漁船は右方に替わると思い，Ｉ丸の動静を目

視により監視した結果，０４時０３分Ｂ指定海難関係人に「漁船増速，方位上がる（方位が

艦首方に変化すること。）。」と報告し，０４時０３分半ごろ艦首右舷前方にＨ丸，Ｊ丸及

び清徳丸の紅色舷灯を認めていた。 

また，同報告を受けたＢ指定海難関係人は，艦首方のＩ丸の動静をレピーターとＯＰＡ－

６Ｅにより把握し，同船との衝突のおそれがないことを確認した。 

 このころ，ＣＩＣでは，ＣＩＣ第２直の７人が当直に就いていたが，依然，付近海域に漁

船が存在していることを知らず，２５海里レンジとしたＯＰＡ－３Ｆ及び８海里レンジとし

たＯＰＡ－６Ｅ等でレーダー見張りを行っていたところ，ＯＰＡ－６Ｅに就いた当直員は，

艦首右舷前方に数個のレーダー映像が映っていたのでこれらの測的を開始し，０４時０３分

ごろＩ丸らしき映像の測的を行って，艦橋へ同船が艦首を左に替わる旨を報告したが，ＯＰ

Ａ－３Ｆに就いた当直員のいずれもが清徳丸の映像に注意を払わなかった。 

  ０４時０４分Ｂ指定海難関係人は，艦首右舷前方１.１海里付近に清徳丸の紅色舷灯を認め

たので，０４時０５分ごろレピーターにより同舷灯の方位を確認し，０４時０５分半ごろＯ
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ＰＡ－６Ｅにより同船を確認しようとしたものの，既に清徳丸は０.５海里ばかりに接近し,

ＯＰＡ－６Ｅの画面の中心から約１海里の範囲に現れていた海面反射内に入っていたために

同船のレーダー映像を識別できず，なおもＯＰＡ－６Ｅによる同映像の確認作業を行ってい

たところ，０４時０６分艦橋左舷側前部にいた信号員から「漁船増速，面舵とった。」との

報告があり，この報告を艦首方の漁船のことと思い，レピーターのところに戻った。 

Ｂ指定海難関係人は，０４時０６分わずか過ぎ信号員が「漁船近いなぁ，近い，近い，近

い。」と声を発し，右舷ウイングに向かったので，視線を右方に移したとき，清徳丸の紅色

舷灯を右舷側近距離に視認し，０４時０６分少し過ぎ「機関停止，自動操舵やめ。」と令し，

続いて月明かりにより同船の船影が見えたので，汽笛吹鳴スイッチを押して短音等を６回吹

鳴し，ほぼ同時に後進一杯を令したが及ばず，０４時０７分少し前野島埼灯台から１９０度

２２.９海里の地点において，あたごは，ほぼ原速力のまま，３２６度を向いたその艦首が清

徳丸の左舷ほぼ中央部に後方から４７度の角度で衝突した。 

 当時，天候は晴で風力２の北東風が吹き，波浪階級２，視程は良好で，月没時刻は０５時

０７分，月齢は１１.５，日出時刻は０６時２３分であった。 

 Ａ指定海難関係人は，自室で汽笛の吹鳴を聞き，続いて「漁船と衝突した。」旨の艦内放

送を聴いて衝突したことを知り，事後の措置にあたった。 

また，清徳丸は，船長Ｆ，甲板員Ｇの親子２人が乗り組み，まぐろはえ縄漁の目的で，船

首約０.５メートル船尾約１.４メートルの喫水をもって，平成１９年２月１９日００時５５

分法定灯火を表示して千葉県勝浦東部漁港川津地区を発し，東京都三宅島北方の海域に向か

った。 

０３時００分清徳丸は，野島埼灯台から１４７度１０.８海里の地点において，右舷後方に

僚船のＨ丸，Ｊ丸，右舷前方にＩ丸がそれぞれ同航する態勢で，針路を２１５度に定め，１

５.１ノットの速力で進行した。 

０３時４０分清徳丸は野島埼灯台から１８０度１７.３海里，Ｈ丸は同灯台から１８０度１

５.５海理，Ｉ丸は同灯台から１７５度１４.９海理，及びＪ丸は同灯台から１７５度１４.

９海里のところにそれぞれ達し，０３時５７分には清徳丸は同灯台から１８７度２０.９海里，

Ｈ丸は同灯台から１８７度１９.３海里，Ｉ丸は同灯台から１８８度２０.７海里，及びＪ丸は

同灯台から１８３.５度１８.３海里の各地点からそれぞれ南西に向かって進行した。 

  ０４時００分清徳丸は，野島埼灯台から１８７.５度２１.５海里の地点において，船首左

舷２７.５度２.２海里のところに，あたごのマスト灯及び緑色舷灯が視認でき，その後同艦

に明確な方位変化がなく，同艦が前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する状

況であったが，警告信号を行うことも，行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動
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作をとることもなく続航中，０４時０６分前あたごの右舷側近距離のところで，大きく右転

して２７９度に向首したのち，前示のとおり衝突した。 

 

(3) 捜索救助及び損傷状況 

  衝突後，あたごでは，０４時０７分海難対処部署を発動し，人命救助のため，搭載艇を降

下したのち，艦上から探照灯等を使用して清徳丸周辺の海域を捜索し，救助活動にあたると

ともに，０４時２３分国際ＶＨＦ無線電話により海上保安庁第三管区海上保安本部警備救難

部救難課運用司令センターに，その後部内通信系により護衛艦隊司令部当直幕僚及び横須賀

地方総監部に事故通報をそれぞれ行った。０５時ごろには海上保安庁の遭難通信を傍受した

付近航行中の自衛艦２隻が到着して捜索救助活動に加わり，０５時４０分ごろ海上保安庁の

ヘリコプターが到着して特殊救難隊員が降下し，清徳丸船内の捜索を行い，その後他の艦艇，

船艇や航空機も到着して捜索救助活動にあたった。 

  あたごは，１３時１１分自衛艦隊司令部からの指示により捜索救助活動を取りやめ，現場

を離脱して横須賀港に向かった。 

２月１９日から３月２日までの間，海上保安庁の延べ５２隻の巡視船艇，４１機の航空機

及び特殊救難隊員３６人，２月１９日から３月１９日までの間，海上自衛隊の延べ９０隻の

艦艇，１９０機の航空機，２月１９日，同２０日，同２２日の３日間，清徳丸僚船の延べ２

１６隻，その他水産庁や千葉県の漁業取締船等がそれぞれ捜索にあたり，また，独立行政法

人海洋研究開発機構が保有する海洋調査船による海底探査が実施された。 

  衝突の結果，あたごは，艦首部に擦過傷を生じ，清徳丸は，操舵室を喪失して船体が二つ

に分断され，陸揚げされたが，Ｆ船長，Ｇ甲板員は行方不明となり，のちいずれも死亡と認

定された。 

 

(4) 本件後の再発防止措置 

  本件後，あたごは，適切にレーダーを使用し，航行中のレーダー探知目標情報等を艦橋と

ＣＩＣ間で共有すること，また，ＣＩＣの航行補佐機能の活用などを図るため，「艦橋及び

ＣＩＣのレーダー指示機ＯＰＡ－６Ｅの運用要領について」，「レーダー指示機ＯＰＡ－６

ＥのＡＲＰＡの使用標準について」，及び「ＣＩＣの航行補佐標準について」と題する艦橋

命令を策定し，海事法規に関する教育，海上交通の安全確保に関する法令の遵守・徹底，航

行指針に基づく見張りや当直体制の再教育，安全航行に関する運航態勢の再確認と教育等の

事故再発防止対策を導入した。 

防衛省は，平成２０年２月１９日海上幕僚副長を委員長とする艦船事故調査委員会を設置
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して海上自衛隊における本件の事故調査を開始し，同年８月に至るまでに，運航安全総点検，

艦橋内（ＣＩＣ）チームワーク態勢の審査要領等の見直し，及び艦全体として見張りが適切

に行われていなかったことに対する対策等の護衛艦「あたご」艦船事故に関する当面の再発

防止策に加え，ブリッジ・リソース・マネジメント（ＢＲＭ）講習，艦橋内（ＣＩＣ）チー

ムワーク審査，及び艦長に対する指揮統率上の留意事項の徹底等の護衛艦「あたご」衝突事

故再発防止策を取り纏
まと

めた。 

 

(5) 航法の適用 

  本件は，夜間，千葉県野島埼南方沖合の海域において，北上中のあたごと，西行中の清徳

丸とが衝突したもので，当該海域には特別法の規定がないから，一般法である海上衝突予防

法が適用されることとなる。 

  １９７２年の海上における衝突の予防のための国際規則（国際海上衝突予防規則）に準拠

した海上衝突予防法は日本国籍船舶であれば，公海，領海を問わずいかなる海域にあっても

適用され，また，あたごは，海上自衛隊に所属する護衛艦であるが，同法第２条の適用船舶，

同法第３条第１項の船舶の定義から明らかなように，護衛艦であってもその適用があり，あ

たご及び清徳丸の両船には，同法に規定する動力船としての航法が適用される。 

  本件は，両船が互いに他の船舶の視野の内にあり，衝突の約７分前船間距離が２.２海里と

なって以降，両船のコンパス方位に明確な変化が認められず，互いに進路を横切り衝突のお

それのある態勢で接近していたから，海上衝突予防法第１５条の規定を適用するのが相当で

ある。 

  なお，あたご，清徳丸の両船のほかに清徳丸の僚船３隻が同航していたが，あたご，清徳

丸の両船が海上衝突予防法第１５条の規定に則り，互いに衝突を回避するために必要な措置

をとっても，他の３隻と新たに衝突のおそれがある見合い関係を生じさせることはなく，他

に同法同条の適用を排除する理由がないから，両船は，同二船間の航法を遵守して衝突を回

避しなければならなかった。 

 

(6) 原因の考察 

  本件は，あたごが，野島埼南方沖合を北上中，漁船群の灯火を認めた際，その動静監視を

十分に行っていれば，清徳丸が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近すること

が分かり，同船の進路を避けることにより，発生を回避できたものと認められる。 

  Ｃ指定海難関係人は，０３時４０分艦首右舷前方９海里ないし１２海里付近のところに清

徳丸を含む漁船群の白灯を認め，漁船群が南西方に向けて航走中であったにもかかわらず，
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漁船群を操業中の漁船と憶断し，その後漁船群に対する動静監視を行わず，０３時５０分艦

橋当直の引継ぎを始め，Ｂ指定海難関係人に対し，同漁船群は衝突の危険がない旨の引継ぎ

を行い，０３時５５分同当直を交替したものである。 

 ところで，Ｂ指定海難関係人は，艦橋当直引継ぎ時，Ｃ指定海難関係人から前示のとおり

漁船群についての予断を与えられたとしても，昇橋時，艦首右舷前方に漁船群の紅色舷灯を

視認するとともに，０３時５７分距離３.３海里ないし６.０海里のところにレーダーで漁船

群の映像を確認したのであるから，当直士官としては，この映像情報の重要性を理解したう

え，自艦の周辺で何が起こっており，次に何が起こるか予測するのが基本で，清徳丸を含む

漁船群に対して十分な注意を払うことが要求される状況にあったものと認められる。 

そして，この状況認識に基づいてＢ指定海難関係人が，清徳丸に対する動静監視を十分に

行っていれば，明確な方位変化がなく，前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近

する同船に気付くことができ，通常要求される避航動作をとる時間的，距離的余裕があった

ものと認められる。 

  したがって，Ｂ指定海難関係人が，清徳丸に対する動静監視を十分に行わず，右転するな

どして同船の進路を避けなかったことは，本件発生の原因となる。 

  Ｃ指定海難関係人が，漁船群に対する動静監視を行わなかったこと，艦橋当直引継ぎ時，

Ｂ指定海難関係人に対し，漁船群は危険がない旨の引継ぎを行ったことは，いずれも本件発

生に至る過程で関与した事実であるが，艦橋当直を引き継いだＢ指定海難関係人が，漁船群

に対する動静監視を十分に行っていれば，清徳丸が衝突のおそれのある態勢で接近すること

に気付くことができたと認められることから，本件と相当な因果関係があるとは認められな

い。 

  しかしながら，衝突に至るまでの経過で述べたとおり，０３時５０分清徳丸は，あたごの

艦首右舷前方６海里ばかりのところまでマスト灯及び紅色舷灯を見せて接近していたと認め

られることから，Ｃ指定海難関係人が，艦橋当直引継ぎに際し，漁船群の動向を再度確認す

れば，その接近に気付くことができ，漁船群の動静について正確な引継ぎを行うことにより，

Ｂ指定海難関係人のその後の操艦に，余裕を持たせることができたと認められるので，Ｃ指

定海難関係人は，今後，より厳格な艦橋当直の引継ぎを励行しなければならない。 

  また，あたごでは，通常航海中，ＣＩＣ当直者である電測員がレーダー見張りを行って艦

橋当直を支援することとされていたが，当直士官の行船意図や付近海域の状況，使用レンジ，

重点探索方向・距離等がＣＩＣ当直者に明確に伝わっていない状況にあった。当時，艦橋で

艦首右舷前方に漁船群を認めた際，ＣＩＣに漁船群の状況を連絡していれば，ＣＩＣでは付

近海面に注意を払ってレーダー監視を行い，漁船群の正確な動向を把握して艦橋に報告し，
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Ｂ指定海難関係人が動静監視不十分となることを防ぎ，もって本件発生を防止できたものと

認められる。 

  ０３時４０分ごろ艦橋第１直副直士官が，机上訓練のため在橋せず，漁船群に対する動静

監視を行わなかったこと，艦橋第２直副直士官が，当直を引き継いだとき漁船群の方位変化

を確認せず，引継ぎ直後から海図台で艦位記録表の記入作業を行い，漁船群に対する動静監

視を行わなかったことは，両人が当直士官を補佐する副直士官として艦橋に配置されている

にもかかわらず，重大な局面で当直士官の補佐ができない結果を招くこととなった。これら

は，いずれも本件発生に至る過程で関与した事実であるが，当直士官が避航船としての措置

を十分余裕ある時機にとることによって衝突の発生を回避できたことから，本件と相当な因

果関係があるとは認められない。 

  しかしながら，艦橋当直中，当直士官が責任者として的確な判断をしなければならないの

は当然であるものの，人がミスやエラーに陥ることは避けられない事実で，そのような場合

であっても，副直士官が当直士官に準じる操艦の責任者としての意識を持って行動し，事実

や判断に対するダブルチェックが行われる体制になっていれば，たとえ当直士官が事実を誤

認するなどの事態に陥ったとしても，この事態を副直士官がカバーして危険な状況となるの

を回避できることから，副直士官のあり方を見直さなければならない。 

  右見張り員が，前直者から漁船群については報告済みである旨の引継ぎを受けていたので，

改めて報告せず，艦首方の見張りにあたり，艦首右舷前方の漁船群の監視を行わなかったこ

とは，本件発生に至る過程で関与した事実であるが，あたごでは見張り員に他船等の存在の

有無の報告のみを求めており，当直士官が，漁船群に対する動静監視を右見張り員に指示し

ていなかったことから，本件と相当な因果関係があるとは認められない。 

  しかしながら，見張り員に対しては，担当範囲の見張りを厳格にし，報告済みの見張り対

象船舶等の動向に変化があった際には，改めて報告するよう教育・指導を徹底させなければ

ならない。 

  Ａ指定海難関係人が，航行指針を策定し，適切な見張りの実施を始めとする航海当直要領

や当直士官の留意事項等を艦橋命令として周知していたものの，これを艦内に徹底させてい

なかったことは，本件発生に至る過程で関与した事実であるが，当直士官が避航船としての

措置を十分余裕ある時機にとることによって衝突の発生を回避できたことから，本件と相当

な因果関係があるとは認められない。 

  しかしながら，Ａ指定海難関係人は，今後，艦橋命令の航海当直要領や当直士官の留意事

項等を艦内に徹底させ，海難の発生を防止しなければならない。 

  Ｄ指定海難関係人が，ＣＩＣにおける当直体制を適切に維持するよう監督していなかった
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ことは，本件発生に至る過程で関与した事実であるが，艦橋当直者が避航船としての措置を

十分余裕ある時機にとることによって衝突の発生を回避できたことから，本件と相当な因果

関係があるとは認められない。 

  しかしながら，Ｄ指定海難関係人は，今後，ＣＩＣ当直体制を適切に維持するよう十分に

監督しなければならない。 

以上のことは，第３護衛隊が，あたごの乗組員の教育訓練にあたり，艦橋とＣＩＣ間に緊

密な連絡・報告体制並びに艦橋及びＣＩＣにおける見張り体制を十分に構築していなかった

ことを示すものであり，本件発生の原因となる。 

Ｃ，Ｂ両指定海難関係人が，自動操舵により航行していたこと，及び艦橋の両舷ウイング

に配置していた左右の見張り員を艦橋内に入れていたことは，本件発生に至る過程で関与し

た事実であるが，当直士官が，必要を認めた時点で手動操舵に直ちに切り替えることができ

る体制にあったこと，及び同見張り員を艦橋内に入れていても見張り業務に支障がなかった

ことから，いずれも本件発生の原因とはならない。 

こうしてみると，本件は，艦橋当直の基本が励行されておらず，見張りにかかわる各部署

間の連絡・報告体制が十分に構築されていなかったことが，漁船群に対する動静監視が不十

分となったことの背景として認められる。各人・各科は，当直士官等の運航の安全に関する

留意事項を定めた航行指針を遵守し，また，たとえ一人がミスやエラーを犯したとしても，

これらが拡大することなく局限されるよう，自らの役割を認識して最大限に果たし，相互に

チェック・カバーしあう意識を持って業務にあたらなければならない。 

以上のように，あたごの艦橋とＣＩＣ間に緊密な連絡・報告体制並びに艦橋及びＣＩＣに

おける見張り体制に複合的な背景要因があって本件が発生したものであり，これを総合的に

改善する施策を整備して実効ある取り組みを行わなければ事故再発防止は図れない。したが

って，個人の指定海難関係人には勧告しないが，第３護衛隊組織全体に対して勧告するのが

相当である。 

一方，清徳丸が，警告信号を行わなかったこと，衝突を避けるための協力動作をとらなか

ったことは，いずれも本件発生の原因となる。 

 

(7) 主張に対する判断 

補佐人は，Ａ指定海難関係人が作成した「漁船『清徳丸』の航跡に関する検討」と題する

文書中における清徳丸の航跡図を基に，清徳丸の右転がなければ，同船があたごの艦尾方約

８２０メートルのところを通過していた旨を主張するので，以下検討する。 

 同航跡図は，Ｉ丸及びＨ丸両船乗組員に対する質問調書中のレーダー映像図及びＧＰＳ位
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置情報解析結果報告書を基に，清徳丸のＩ丸からの正横距離を推定し，０４時００分の清徳

丸の船位をＩ丸の同時刻における船位の左舷正横１.０海里の地点とし，同地点から清徳丸が

２１５度の針路，１５.０ノットの速力で航走したことを現しているが，同文書中，「方位に

ついては，方位マーカーが表示されていないことから，船首及び正横を除き，やや精度は劣

るものと考えられる。」との記載があり，また，Ａ指定海難関係人は当廷での同航跡図作成

の説明の際，「方位マーカーは表示されていないが，映像の船首船尾正横方向の精度につい

ては比較的良好と考える。」旨を供述しているにもかかわらず，同調書中の０４時００分の

Ｉ丸のレーダー映像図には左舷正横１.０海里付近に清徳丸とされる他船の映像が記載され

ていないことから合理性に欠ける。 

  以上のことから，補佐人の主張を認めることはできない。 

 したがって，清徳丸の右転は，近距離に接近してしまったあたごに対する
とっさ

咄嗟の衝突回避

動作と解するのが相当である。 

 

(8) 海難の原因 

 本件衝突は，夜間，千葉県野島埼南方沖合において，両船が互いに進路を横切り衝突のお

それのある態勢で接近中，北上するあたごが，動静監視不十分で，前路を左方に横切る清徳

丸の進路を避けなかったことによって発生したが，西行する清徳丸が，警告信号を行わず，

衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

 第３護衛隊が，あたごの艦橋とＣＩＣ間の連絡・報告体制並びに艦橋及びＣＩＣにおける

見張り体制を十分に構築していなかったことは，本件発生の原因となる。 

 

(9) 指定海難関係人の所為 

  Ｂ指定海難関係人が，夜間，艦橋当直に就いて千葉県野島埼南方沖合を北上する際，前路

を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する清徳丸に対し，動静監視を十分に行わず，

同船の進路を避けなかったことは，本件発生の原因となる。 

  Ｂ指定海難関係人に対して勧告しないが，艦橋当直に就いた際，他船に対し，自ら又は見

張り員やＣＩＣを活用してその動静を十分に監視しなければならない。 

  指定海難関係人第３護衛隊が，あたごの乗組員の教育訓練にあたり，艦橋とＣＩＣ間の連

絡・報告体制並びに艦橋及びＣＩＣにおける見張り体制を十分に構築していなかったことは，

本件発生の原因となる。 

第３護衛隊に対しては，旧法第４条第３項の規定により勧告する。 

Ａ指定海難関係人の所為は，本件発生の原因とならない。 

Ｃ指定海難関係人の所為は，本件発生の原因とならない。 
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Ｄ指定海難関係人の所為は，本件発生の原因とならない。 
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３ 用語説明 

◎ ＣＩＣ 

   戦闘情報センターのこと。 

◎ ＯＰＡ－６Ｅ 

   艦橋とＣＩＣで共有されているレーダーの表示装置の名称のこと。 

◎ ＯＰＡ－３Ｆ 

   レーダーの表示装置の名称のこと。 

◎ ナイトトランジット 

   自衛隊規則の質疑応答や船舶の運動に関する計算を行う机上訓練を行うこと。 

◎ 測的 

   レーダーで捕捉した映像の方位，距離，針路，速力，最接近距離等を測定すること。 
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＊ 用語説明 

◎ ＣＩＣ 

   戦闘情報センターのこと。 

◎ ＯＰＡ－６Ｅ 

   艦橋とＣＩＣで共有されているレーダーの表示装置の名称のこと。 

◎ ＯＰＡ－３Ｆ 

   レーダーの表示装置の名称のこと。 

◎ ナイトトランジット 

   自衛隊規則の質疑応答や船舶の運動に関する計算を行う机上訓練を行うこと。 

◎ 測的 

   レーダーで捕捉した映像の方位，距離，針路，速力，最接近距離等を測定すること。 
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横浜地方海難審判所 

平成２１年１月３０日 

 

 

護衛艦あたご漁船清徳丸衝突事件の裁決確定のお知らせ 
 

 

１ 勧告裁決執行の経過 

  本件は，平成２１年１月２２日横浜地方海難審判所で，指定海難関係人海上自衛隊第３護衛

隊群第３護衛隊（旧第６３護衛隊）に対し勧告する旨の裁決言渡が行われたものであるが，第

二審の請求がなかったので，本日，裁決が確定した。 

これにより，本日，勧告書を理事官に交付し，指定海難関係人海上自衛隊第３護衛隊群第３

護衛隊（旧第６３護衛隊）に対して勧告書を送付した。 

なお，本裁決は，国土交通省設置法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２６号）附

則第４条の規定に基づき，同法第３条の規定による改正前の海難審判法（以下「旧法」という。）

の規定により行ったものである。 

 

２ 勧告書の要旨 

本件は，平成２０年２月１９日０４時０７分少し前，千葉県野島埼南方沖合において，北上

中のあたごと西行中の清徳丸が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況と

なった際，避航船であるあたごが，保持船である清徳丸に対する動静監視不十分で，その進路

を避けなかったことが主たる原因となって両船が衝突し，清徳丸は船体が分断されて廃船とさ

れ，同船の乗組員２人が行方不明のまま，のちいずれも死亡と認定された事件である。 

これは，第３護衛隊が，あたごの乗組員の教育訓練にあたり，艦橋と戦闘情報センター間の

連絡・報告体制並びに艦橋及び戦闘情報センターにおける見張り体制を十分に構築していなか

ったことから，あたごに艦全体としての安全運航を阻害する複合的な要因が存在していたこと

によるものである。 

本件発生後，あたごにおいては，艦橋と戦闘情報センター間におけるレーダー情報共有体制

の改善，戦闘情報センターにおける航行補佐機能の活用及び乗組員に対する再教育など，再発

防止対策が講じられたほか，組織として，運航安全総点検を行って艦橋及び戦闘情報センター

における資源活用のための方策を導入するなど，同種海難の再発防止対策が取りまとめられた

ものの，これらによって艦全体としての安全運航を阻害する複合的な要因が除去されたものと

は認められない。 

以上のことから，第３護衛隊に対し，導入した再発防止対策の実効性を検証したうえで，対

策の見直しと検証の過程を繰り返すことにより，艦橋と戦闘情報センター間の連絡・報告体制
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並びに艦橋及び戦闘情報センターにおける見張り体制をそれぞれ構築し，所属艦船の安全運航

を確保するよう勧告する。 

 

 

 

（勧告裁決の執行） 

海難審判法第６２条 

  審判長は，勧告をする旨の裁決があったときは，勧告書を作成して，これを理事官に交付

しなければならない。 

② 理事官は，前項の勧告書を裁決書の謄本とともに勧告を受くべき者に送付しなければなら

ない。 

 

 


